
量水器（修繕品）その２

特記仕様書

令和４年度

大阪広域水道企業団

熊取水道センター



（大要）
第１条 本仕様書は、大阪広域水道企業団熊取水道センター（以下「センター」といいう。）が

使用する乾式直読式水道量水器（以下「量水器」という。）の修繕品の購入に関する必
要な事項を、定めることを目的とする。

（適応法令及び適応規格）
第２条 納入する量水器は、下記の法令、その他関連する関係法令及び適応規格等によるものと

する。
（１）計量法関係
　 ①計量法

②計量法施行令
③計量法施行規則
④特定計量器検定検査規則
⑤指定製造業者の指定等に関する省令

（２）水道法関係
　 ①水道法

②水道法施行令
③水道法施行規則
④給水装置の構造及び材質の基準に関する省令

（３）日本工業規格〔新JIS基準に基づき計量範囲（R）＝100のものとする〕
　 ①JIS B 8570-1

②JIS B 8570-2
（４）その他関連する法令等

（量水器の種別及び計量特性）
第３条 納入する量水器の種別及び計量特性は下記のとおりとする。

13 2.5
20 4.0
25 6.3
30 10
40 16

（塗装色）
第４条 蓋は各納期ごとに、緑色、黄色に２分の１ずつ塗装すること。

各色の数量の詳細については、第５条納期・納入個数のとおりとする。
本体については、酸化防止処理等が施されていること。

塗装色は下記の規格のとおり

（番号の刻印及び納期・納入個数）
第５条 本体（文字盤）および蓋に指示する数字(ハイフンを含む７桁)は、次のとおりとする。

１） 納期 令和　４年　９月　９日
        

        

（付属品）
第６条 付属品として量水器１個につき、パッキン２枚を付けること。

（提出書類）
第７条 受注者は、製品の承諾書を提出し、担当職員の承諾を受けること。

また、納入量水器が上記基準に適合していることが判別できる書類の提出が必要である。
必要書類は、器差および性能等を示す書類を基本とし、別途協議すること。

小計 20 822 11 2 4

2
（修理2回目） 刻印番号 22-4048～22-4057 22-4188～22-4598 22-4002～22-4007 22-4001 22-4004～22-4005

黄色 個　　数 10 411 6 1

2
22-2003～22-2004（修理1回目） 刻印番号 22-2047～22-2056 22-2187～22-2597 22-2002～22-2006 22-2001

緑色 個　　数 10 411 5 1
１３㎜ ２０㎜ ２５㎜ ３０㎜ ４０㎜

緑色 ＪＷＭＭ００－Ａ０２ Ａ４５－４０Ｐ

黄色 ＪＷＭＭ００－Ａ０１ Ａ２５－７５Ｃ

たて型軸流羽根車式 乾式アナログ・デジタル併用 100

日本水道メーター工業会番号 日塗工色番号

接線流羽根車式複箱型 乾式アナログ・デジタル併用 100
接線流羽根車式複箱型 乾式アナログ・デジタル併用 100

接線流羽根車式複箱型 乾式アナログ・デジタル併用 100
接線流羽根車式複箱型 乾式アナログ・デジタル併用 100

特記事項

口径（mm） 名称 指針表示形態 計量範囲R＝Q3/Q１ 定額最大流量Q３（㎥/ｈ）



（基準適合証印・検定証印）
第８条 納入する修繕品は、計量法による検定合格品であり、かつ基準適合証印または検定証印

の有効期限の満了年月が下記のものとする。

有効期限の満了年月

（ 納入場所）
第９条 納入場所は下記のとおりとする。

大阪府泉南郡熊取町紺屋二丁目４番１号
大阪広域水道企業団　熊取水道センター

（その他）
第10条 修繕品量水器において、製造過程で修理不能等が発覚した場合は、原則契約相手側

において対応する。
センターが量水器を追加して購入する場合、購入価格については、口径・個数にかかわ

らず契約（見積書記載の金額）した金額とし、その有効期間は令和5年3月31日までとする。
本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて担当職員と協議して決定するもの

とする。

納期年月 満了年月
令和４年９月 令和１２年９月


